
　

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　（注） ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外手当など
　　　　　　のすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにさ
　　　　　　れているものである。　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公
　　　　　　務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

331,098

329,845

396,990

―

305,698

　（注） １　「平均給料月額」とは、平成30年4月1日現在における職員の基本給の平均である。

358,002

410,940

289,570256,884人吉下球磨消防組合

熊本県

国

34.7

43.2

43.5

①一般行政職

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

［地域手当の制度なし］

　　　　　③その他の見直し内容

　(6)　特記事項

２　　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　(1)　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成30年4月1日現在）

　(5)　給与制度の総合的見直しの実施状況について
　　　　　①給料表の見直し

　　　　　［実施］

一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。激変緩和のた
め、経過措置（現給保障）を実施。平成２８年４月１日より。

　　　　　②地域手当の見直し

　（注） １　職員手当には退職手当を含まない。

　　　　 ２　職員数は、平成29年4月1日現在の人数である。

　(3)　ラスパイレス指数の状況
　　　　　未算出

　(4)　給与改定の状況
　　　　　人事委員会を設置していないため省略

一人当たり

給与費B/A

千円

4,997

千円

332,411

職員手当

千円 千円

75,804 131,509

期末・勤勉手当

人吉下球磨消防組合の給与・定員管理等について

A

実質収支 （参考）

28年度の人件費率

29年度
人

ー

千円 千円 ％

1,028,732

人件費

B

人件費率

B/A

千円

29年度

職員数

A

人

１　　総　括

　(1)　人件費の状況

区分
住民基本台帳人口

（平成30年1月1日）
歳出額

108

728,969 70.86

％

71.82

　(2)　職員給与費の状況

区分
給料 計　B

千円

539,724

給与費



円 円 円

円 円 円

円 円 円 円
円 円 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

2 1.9 318,500 409,800

　（注） １　人吉下球磨消防組合の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　（注） ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

６級

７級

6.7 262,000 380,600

9 8.7 288,000 392,600

362,300

247,100

303,800

349,600

444,500

142,600

192,700

228,900

1

38.5

21.2

22.1

1.0

7

40

22

23

主事の職務

主任の職務

主査の職務
副主幹、副室長、係長の職務

室長、主幹の職務
課長、分署長、審議員、課長補
佐、副分署長の職務

高度な知識及び経験を有する課
長、分署長、審議員の職務及びこ
れに相当する職務
首席審議員、消防署長、副署長の
職及びこれに相当する職務

高度な知識及び経験を有する首席
審議員、消防署長の職務及びこれ
に相当する職務
消防次長、危機管理監の職務

消防長の職務

標準的な職務内容

１級

２級

３級

４級

５級

―
*

　(3)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成30年4月1日現在）

　（注） 　　*は対象者が少数のため非公表

３　　一般行政職の級別職員数等の状況

　(1)　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成30年4月1日現在）

等級 職員数 構成比
1号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

一般行政職
大学卒
高校卒

経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年
―
*

―
*

―
*

　(2)　職員の初任給の状況（平成30年4月1日現在）

区分 経験年数30年

国区分

一般行政職
大学卒
高校卒

人吉下球磨消防組合 熊本県

179,200

147,100

185,800

151,500

179,200

147,100

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

38.5 40.7 44.4 

21.2 20.4 13.9 

22.1 19.4 
15.7 

6.7 7.4 
13.9 

8.7 7.4 6.5 
1.9 3.7 4.6 
1.0 0.9 0.9 

平成30年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級



1回につき　300円

1回につき　150円

1回につき　100円

2,787.0　千円 

0.9　千円 

0.0　千円 

左記の内容の業務に従
事した職員

左記の内容の業務に従
事した職員

はしご車による消火作
業に業務に従事した職
員

左記職員に対する
支給単価

救急救助業務手当

水難救助手当

特殊車出場手当

救急、救助（水難）に
出場した職員に支給

水難救助に出場した職
員に支給

はしご車による消火作
業を行った職員

手当の種類 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（29年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成29年度）

手当の種類

2,937  千円

27,198  円

75.0%

6種類

退職時特別昇給なし

　(3)　地域手当
［地域手当の制度なし］

　(4)　特殊勤務手当
支給実績（平成29年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額

（2％～45％加算）

その他の加算措置 定年前早期退職特定措置

（2％～45％加算）

消防加算

（0.07月～3.81月）

47.709 月分 47.709月分 最高限度額 47.709 月分 47.709月分

その他の加算措置 定年前早期退職特定措置

勤続20年

勤続25年

勤続35年

最高限度額

19.6695 月分 24.586875月分 勤続20年 19.6695 月分 24.586875月分

28.0395 月分 33.27075月分 勤続25年 28.0395 月分 33.27075月分

39.7575 月分 47.709月分 勤続35年 39.7575 月分 47.709月分

【参考】　勤勉手当への勤務実施期の反映状況

勤勉手当への勤務実績の反映なし

　(2)　退職手当
人吉下球磨消防組合 国

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年

15％～25％

・役職加算 5％～20％

・管理職加算 15％～25％

　（注） 　（　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算

・管理職加算

5％～15％ ・役職加算 5％～20％

・管理職加算

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

2.60 月分 1.80 月分 2.60 月分 1.80 月分

(1.45 ) 月分 (0.85 ) 月分

2.60 月分 1.80 月分

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

1.45 月分 0.85 月分

―
1人当たり平均支給額(29年度)

1,7131,183

1人当たり平均支給額(29年度)

千円 千円

(29年度支給割合) (29年度支給割合) (29年度支給割合)

　(2)　昇給への勤務成績の反映状況

人事評価による勤務実績の反映なし

４　　職員手当の状況

　(1)　期末手当・勤勉手当
人吉下球磨消防組合 熊本県 国



― 7,040  千円 75,699  円

交通機関及び自動車な
どを利用する場合、距
離に応じて2,000 円～
24,500 円を支給
自動車等を使用し、片
道２㎞であること
・片道２㎞以上～５㎞
未満 2,000 円
・片道５㎞以上～10
㎞未満 4,200 円
・片道10 ㎞以上～15
㎞未満 7,100 円
以下距離に応じて支給

通勤手当 同

267,226  円

《借家の場合》
家賃の額に応じ27,000
円を限度に支給
月額12,000 円を超え
る家賃を払っているこ
と
・家賃が23,000 円以
下
⇒ 家賃額－12,000 円
（100 円未満切捨て）
・家賃が23,000 円を
超え、55,000 円未満
⇒（家賃額―23,000
円）×1/2＋11,000 円
※控除後の額の1/2 が
16,000 円を超えると
きは16,000 円（100
円未満切捨て）

住居手当 同 ― 9,691  千円 293,667  円

扶養親族のある職員に
対して支給
・22歳までの子
10,000円
・その他（配偶者等）
6,500円
・15歳から22歳の子
5,000円加算

扶養手当 同 ― 16,568  千円

　(6)　その他の手当（平成30年4月1日現在）

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（29年度決算）

支給職員1人当たり
平均支給年額

（29年度決算）

職員1人当たり平均支給年額（28年度決算）

12,666  千円

127  千円

10,062  千円

104  千円

　（注） 　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、［支給実績（○年度決算）」と同じ年度
　　　　の４月１日現在の総職員数（管理職員を除く。）である。

　(5)　時間外勤務手当

職員1人当たり平均支給年額（29年度決算）

支給実績（29年度決算）

支給実績（28年度決算）

1時間につき　300円

1回につき　150円

1回につき　500円

救急救助支援に出場し
た職員に支給

管轄外に出場した職員
に支給

0.0　千円 

114.0　千円 

35.5　千円 

救急救助支援業務手当

管轄外出場手当

左記の内容の業務に従
事した職員

左記の内容の業務に従
事した職員

管轄外に出場した職員

潜水作業手当
潜水器具を使用し潜水
による救助、捜索等を
行った職員に支給



3,637  千円

19,461  千円

420  千円

39,533  円

211,533  円

420,000  円

管理又は監督の地位に
ある職員に対して支給
・消防長53,000円
・消防次長、危機管理
監、消防署長、首席審
議員37,000円
・会計管理者、副署
長、課長27,000円

管理職手当 異 支給額 3,384  千円 423,000  円

同

同

同

―

―

―

午後10時から翌日の午
前5時までの間に勤務
する職員に勤務時間1
時間につき勤務時間1
時間当たりの給与額に
100分の25を乗じて得
た額を支給

祝日法による休日等及
び年末年始の休日等に
おいて正規の勤務時間
中に勤務を命ぜられた
職員に対し、勤務1時
間当たりの給与額に
100分の135を乗じて
得た額を支給

異動等に伴い転居し、
やむを得ない事情によ
り同居していた配偶者
と別居し、単身で生活
する職員に対して基本
額30,000 円、距離区
分に応じて8,000～
70,000 円を加算し、
70,000 円を超えない
額を支給

夜間勤務手当

休日勤務手当

単身赴任手当

５　　特別職の報酬等の状況（平成30年4月1日現在）

年額

77,000  円

65,000  円

43,500  円

38,200  円

33,000  円

24,000  円

代表副管理者

議長

副議長

議員

監査委員（議員選出）

監査委員（知識経験者選出）

報酬

管理者

区分

50,000  円

副管理者 49,500  円

６　　職員数の状況

　(1)　部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）

部門
平成30年 平成29年

職員数 対前年
増減数

主な増減理由

消防 104 108 ▲ 4 自己都合退職者4名

計
104 108

［110］ ［110］ ［0］

▲ 4



20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

消防

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

総合計

職員数 4人 12人 17人 19人 9人

107人 107人

　(3)　職員数の推移

　　　　　 年度
部門別

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

10人 10人 11人 5人 4人

107人 107人

一般行政

　(2)　部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）

区分 計

109人 105人 108人 104人

3人 0人 104人

過去5年間の
増減数（率）

-

▲ 3人 ▲ 2.9％

▲ 3人 ▲ 2.9％

109人 105人 108人 104人

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

構成比 5年前


